
所在地

　※「申請者確認欄」の該当欄に「○」を付し、添付書類等に漏れがないよう確認してください。

申請者確認欄

※指定時から、役員名簿・登記事項証明書に変更がある場合は、添付をお願いします。

※申請される際には、事業所保管用として事前に提出書類一式のコピーをとっておくようにして下さい。

〔担当者連絡先〕

　

　

添
付
書
類

事業者の更新申請に係る申請書類一覧
(特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者)

事業所の名称 目黒区

申請書及び添付書類 様 式

特定相談支援事業者
事業者（法人）番号

申
請
書

指定申請書 第１号様式

指定に係る記載事項書

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 参考様式８

相談支援従事者研修修了証
　※相談支援従事者一日研修を受講された方は、
　　　併せて障害者ケアマネジメント研修の修了証も添付して下さい。

担当者名

電　　　話

指定特定相談支援事業者の指定に係る誓約書
指定障害児相談支援事業者の指定に係る誓約書

参考様式９・10

暴力団排除に関する誓約書 参考様式11

F　A　X

メールアドレス

障害児相談支援事業者
事業者（法人）番号

　提出いただいた申請書類に記載されている内容について、問い合わせする際の連絡先を記入してください。

事業所名



第１号様式（第２条関係）

指定特定相談支援事業者

指定障害児相談支援事業者

　申請者 所在地

名　称

代表者

実施

事業

事業所番号

指定年月日

フリガナ

事業所番号

（郵便番号　　　　　　　―　　　　　　）

指定年月日

介護保険法の介護予防支援事業者の指定を受けている場合は、記載してください。

指定年月日

事業所番号

指定年月日

事業所番号

既に地域相談支援事業（地域定着支援）者の指定を受けている場合は、記載してください。

指定年月日

介護保険法の居宅介護支援事業者の指定を受けている場合は、記載してください。

法人の種別

（郵便番号　　　　　　　―　　　　　　）

申
請
者
（
設
置
者
） 職名代表者の職・氏名

事業所番号

事業所の名称

指定申請をする事業の
備考

ＦＡＸ番号

フリガナ

主たる事務所の
所在地

法人所轄庁

障害児相談支援事業

（郵便番号　　　　　　　―　　　　　　）

既に地域相談支援事業（地域移行支援）者の指定を受けている場合は、記載してください。

既に特定相談支援事業者の指定を受けている場合は、記載してください。

事業の種類

　
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

　
事
業
所
・
事
業
の
種
類

事業所の所在地

事業開始予定年月日

フリガナ

電話番号

代表者の住所

受付番号

　　　　年　　月　　日

指定(更新）申請書

　目黒区長　　宛て

（設置者）

　障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法に規定する指定障害児相談
支援事業者に係る指定を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。

特定相談支援事業

事業者の名称

連絡先

氏名



指定特定相談支援

指定障害児相談支援

当該事業所における相談支援専門員との兼務の有無

（裏面あり）

事業所の指定(更新）に係る記載事項書

（郵便番号　　　　　－　　　　　）フリガナ

生年月日

氏　　名

　　有　・　無

名　　称

ＦＡＸ番号

所在地

連絡先

事業の種類

受付番号

事
業
所

従
事
者
の
職
種
・

員
数
（

人
）

その他の者相談支援専門員

住　　所

管
理
者

専　従 兼　務

非常勤（人）

営業日

他の事業所又は施設の従業者との兼務（有の場合、裏面に記載） 　有　・　無　

勤務時間

専　従 兼　務

常勤換算後の人数（人）

常　勤（人）

その他の費用

通常の事業実施地域

営業時間

主たる対象者 特定なし ・ 身体障害者 ・ 知的障害者 ・ 精神障害者 ・ 障害児 ・ 難病

総
合
的
な
相
談
支
援
の
実

施
体
制
の
具
体
的
な
方
法

事業の主たる対象とする障害の
種類の定めの有無

主たる対象としていない者への
対応体制

医療機関や行政との連携体制

計画的な研修又は当該事業所に
おける事例の検討等を行う体制

電話番号

（郵便番号　　　　　－　　　　　）

事業所の名称

他の事業所又は施設の従業者との兼務（以下、有の場合記載）

兼務する職種

　　有　・　無　　

　　有　・　無　　

添付書類

（裏面）

　別添のとおり

主
な
掲
示
事
項



（備考）

２．「受付番号」欄は、記入しないでください。
３．「兼務」については、指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所、指定一般相談支援事業所との兼務を除く。

５．「主な掲示事項」については、本欄の記載を省略し、別途資料として添付して差し支えありません。
６．記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別様に記載した書類を添付してください。

氏　名

氏　名

フリガナ

フリガナ

フリガナ

氏　名

氏　名

１．特定相談支援事業と障害児相談支援事業の両方の指定を申請する場合についても、本様式１枚にまとめて提出して
　　ください。

４．「総合的な相談支援の実施体制の具体的な方法」については、具体的な内容について記載する他、それぞれ根拠となる
　　書類も提出してください。

　　また、「主たる対象としていない者への対応体制」については、「事業の主たる対象とする障害の種類の定めの有無」が
　　有の場合に記載すること。

事業所の名称

　他の事業所又は施設の従業者と兼務する相談支援専門員を全て記載してください。

1

事業所の名称

事業の種類 兼務する職種

2

事業所の名称

事業の種類

5

事業所の名称

事業の種類

勤務時間

フリガナ

氏　名

勤務時間

兼務する職種

4

事業所の名称

事業の種類

3

勤務時間

事業の種類 兼務する職種

勤務時間

勤務時間

兼務する職種

フリガナ

兼務する職種



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

＊

注４　各事業所・施設において使用している勤務割表等（変更の届出の場合は変更後の予定勤務割表等）により、届出の対象となる従業者の職種、勤務形態、氏名、当該
　　業務の勤務時間が確認できる場合はその書類をもって添付書類として差し支えありません。

注３　算出に当たっては、小数点以下第２位を切り捨ててください。

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

サービス種類（該当するものに○）

職　種 勤務形態 氏　名
常勤換
算後の
人数

第２週 第３週 第４週

4週の合
計

第１週

サービス提供時間

注１　＊欄は、当該月の曜日を記入してください。

注２　「職種」欄は、直接サービス提供職員に係る職種を記載し、「勤務形態」欄は、①常勤・専従、②常勤・兼務、③非常勤・専従、④非常勤・兼務のいずれかを記載
　　するとともに、それぞれ1日あたりの勤務時間を記載してください。

1週間に当該事業所・施設における常勤職員の勤務すべき時間数

合　計

（参考様式８）

事業所・施設名特定相談支援事業・障害児相談支援事業

週平均
の勤務
時間



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

＊

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注４　各事業所・施設において使用している勤務割表等（変更の届出の場合は変更後の予定勤務割表等）により、届出の対象となる従業者の職種、勤務形態、氏名、当該
　　業務の勤務時間が確認できる場合はその書類をもって添付書類として差し支えありません。

注３　算出に当たっては、小数点以下第２位を切り捨ててください。

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

サービス種類 特定相談支援事業・障害児相談支援事業 事業所・施設名 ○○センター

常勤換
算後の
人数

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

注１　＊欄は、当該月の曜日を記入してください。
注２　「職種」欄は、直接サービス提供職員に係る職種を記載し、「勤務形態」欄は、①常勤・専従、②常勤・兼務、③非常勤・専従、④非常勤・兼務のいずれかを記載
　　するとともに、それぞれ1日あたりの勤務時間を記載してください。

0.0

0

1週間に当該事業所・施設における常勤職員の勤務すべき時間数

合計 0

0サービス提供時間

0.0

40

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

週平均
の勤務
時間

0

0.0

第２週 第３週

（参考様式８）

職種 勤務形態 氏名

第４週

4週の合
計

第１週

0



（参考様式９）

　目黒区長　あて

申請者 所在地

名　称

代表者 住　所

氏　名

１

２

３

５

６

７　　

８

９

11

12

指定特定相談支援事業者の指定に係る誓約書

　　　　年　　月　　日　

１　当法人（別紙に記載する役員等を含む。）は、下記に掲げる障害者総合支援法第５１条の

２０第２項において準用する同法第３６条第３項（第４号、第１０号及び第１３号を除く。）

の規定のいずれにも該当しないことを誓約します。

記

【障害者総合支援法第３６条第３項（第４号、第１０号及び第１３号を除く。）の読替後の規定】
　申請者が法人でないとき。

　当該申請に係る特定相談支援事業所（第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。以下この項において
同じ。）の従業者の知識及び技能並びに人員が、第五十一条の二十四第一項の厚生労働省令で定める基準を満たしていないと
き。

　申請者が、第五十一条の二十四第二項の厚生労働省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な
特定相談支援事業の運営をすることができないと認められるとき。

　申請者が、法人で、その役員等のうちに第五号、第六号、第八号、第九号又は前号のいずれかに該当する者のあるものであ
るとき。

２　指定の更新を受けようとする指定特定相談支援事業者に関する以下の項目について、既に
届け出た内容は変更がないことを誓約します。
(１)　申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
(２)　事業所の平面図
(３)　管理者、指定地域相談支援の提供に当たる者の氏名、生年月日、住所及び経歴
(４)　運営規程
(５)　利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

　申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せら
れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

　申請者が、第五十条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）又は第五十一条の二十
九第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り
消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条の規定に
よる通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその特定相談支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人
（以下「役員等」という。）であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消され
た者が法人でない場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算
して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定特定相談支援事業者（第五十一条の十
七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。）の指定の取消しのうち当該指定の取
消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定特定相談支援事業者による業務管理体制の整備
についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定特定相談支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本
文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該
当する場合を除く。

　申請者と密接な関係を有する者（申請者（法人に限る。以下この号において同じ。）の株式の所有その他の事由を通じて当
該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの
（以下この号において「申請者の親会社等」という。）、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実
質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式
の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労
働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。）が、第五十条第一項又は
第五十一条の二十九第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していな
いとき。ただし、当該指定の取消しが、指定特定相談支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となっ
た事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定特定相談支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況そ
の他の当該事実に関して当該指定特定相談支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消
しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

　申請者が、第五十条第一項又は第五十一条の二十九第一項若しくは第二項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続
法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第四十六条第二
項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理
由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

　申請者が、第四十八条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）又は第五十一条の二十七第一項若しくは第二項
の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第五十条第一項又は第五十一条の二十九第一項
若しくは第二項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省
令で定めるところにより都道府県知事又は市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した
場合における当該特定の日をいう。）までの間に第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定によ
る事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を
経過しないものであるとき。

　申請者が、指定の申請前五年以内に相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。



（参考様式10）

　目黒区長　あて 　
申請者 所在地

名　称

代表者 住　所

氏　名

１

２

３

５

６

７　　

８

９

10

12

13

指定障害児相談支援事業者の指定に係る誓約書

　　　　年　　月　　日　

１　当法人（別紙に記載する役員等を含む。）は、下記に掲げる児童福祉法第２４条の２８第

２項において準用する同法第２１条の５の１５第２項（第４号、第１１号及び第１４号を除

く。）の規定のいずれにも該当しないことを誓約します。

記

【児童福祉法第２１条の５の１５第２項（第４号、第１１号及び第１４号を除く。）の読替後の規定】
　申請者が法人でないとき。

　当該申請に係る障害児相談支援事業所（第二十四条の二十八第一項に規定する障害児相談支援事業所をいう。以下この項に
おいて同じ。）の従業者の知識及び技能並びに人員が、第二十四条の三十一第一項の厚生労働省令で定める基準を満たしてい
ないとき。

　申請者が、第二十四条の三十一第二項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従つて適正
な障害児相談支援事業の運営をすることができないと認められるとき。

　申請者が、指定の更新の申請前五年以内に障害児相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

　申請者が、法人で、その役員等のうちに第五号、第六号、第九号、第十号又は前号のいずれかに該当する者のあるものであ
るとき。

２　指定の更新を受けようとする指定特定相談支援事業者に関する以下の項目について、既に
届け出た内容は変更がないことを誓約します。
(１)　申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
(２)　事業所の平面図
(３)　管理者、指定地域相談支援の提供に当たる者の氏名、生年月日、住所及び経歴
(４)　運営規程
(５)　利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

　申請者又は申請者の役員等が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により
罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

　申請者が、第二十四条の三十六の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指
定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条
の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員又はその障害児相談支援事業所を管理する者その他の政令で定め
る使用人（以下この条及び第二十一条の五の二十三第一項第十一号において「役員等」という。）であつた者で当該取消しの
日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日
前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただ
し、当該指定の取消しが、指定障害児相談支援事業者（第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業
者をいう。以下この項において同じ。）の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発
生を防止するための当該指定障害児相談支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関し
て当該指定障害児相談支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこと
とすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

　申請者と密接な関係を有する者（申請者（法人に限る。以下この号において同じ。）の株式の所有その他の事由を通じて当
該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの
（以下この号において「申請者の親会社等」という。）、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実
質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式
の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労
働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。）が、第二十四条の三十六
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指
定障害児相談支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するた
めの当該指定障害児相談支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害
児相談支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相
当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

　申請者の役員等が、第二十一条の五の二十三第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法（平成五年法律第八
十八号）第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該取消しの処分を受けた法人の役員等であつた者で、当該取
消しの日から起算して五年を経過しないものであるとき。

　申請者が、第二十四条の三十六の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日か
ら当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第二十四条の三十二第二項の規定による事業の廃止の届出
をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであ
るとき。

　申請者が、第二十四条の三十四第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第二十
四条の三十六の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令
で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特
定の日をいう。）までの間に第二十四条の三十二第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相
当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。



（参考様式12）

　目黒区長　あて 　

申請者 所在地

名　称

代表者

１

２

３

４

５　当法人の役員又は使用人が、管理の業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合の
受託者が前各号のいずれかの規定に抵触するものであると知りながら、当該契約を締結しない
こと。

　当法人の役員又は使用人（当法人の代表者及び当法人の役員（役員として登記又は届出等は
されていないが実質上経営や運営に関与している者を含む。）又は施設若しくは事業所を代表
する者及び直接雇用契約を締結している正社員等をいう。以下同じ。）が、暴力団員等（暴力
団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でな
くなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）ではないこと。また、暴力団員等
が、経営や運営に事実上参加していないこと。

　当法人の役員又は使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団（暴力団員によ
る不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。）又は暴力
団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、便宜を供与し、又は暴力団
の維持若しくは運営に協力しないこと。

　当法人の役員又は使用人が、自らの法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第
三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しないこと。

　当法人の役員又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有しないこ
と。

記

　指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定（更新）に関し、目黒区暴力団排
除条例の趣旨を踏まえ、下記の暴力団排除条項に抵触する事実がなく、今後も同条項を遵守する
ことを誓約いたします。

暴力団排除に関する誓約書

　　　　年　　月　　日　


